
     

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
六
月
二
十
七
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
条
例
第
二
十
七
号 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

第
一
条 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
広
島
県
条
例
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

第
二
条 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

第
十
五
条 

（
略
） 

 

（
妊
娠
又
は
出
産
等
に
つ
い
て
の
申
出
が
あ
っ
た
場

合
に
お
け
る
措
置
等
） 

第
十
六
条 

任
命
権
者
は
、
職
員
が
当
該
任
命
権
者
に

対
し
、
当
該
職
員
又
は
そ
の
配
偶
者
が
妊
娠
し
、
又

は
出
産
し
た
こ
と
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
事
実
を
申

し
出
た
と
き
は
、
当
該
職
員
に
対
し
て
、
育
児
休
業

に
関
す
る
制
度
そ
の
他
の
事
項
を
知
ら
せ
る
と
と
も

に
、
育
児
休
業
の
承
認
の
請
求
に
係
る
当
該
職
員
の

意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
面
談
そ
の
他
の
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

任
命
権
者
は
、
職
員
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出

を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
職
員
が
不
利
益

な
取
扱
い
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

（
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
） 

第
十
七
条 

任
命
権
者
は
、
育
児
休
業
の
承
認
の
請
求

が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ

る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

職
員
に
対
す
る
育
児
休
業
に
係
る
研
修
の
実
施 

二 

育
児
休
業
に
関
す
る
相
談
体
制
の
整
備 

三 

そ
の
他
育
児
休
業
に
係
る
勤
務
環
境
の
整
備
に

関
す
る
措
置 

第
十
五
条 

（
略
） 

                       

 第
十
八
条 

（
略
） 

 

 第
十
六
条 

（
略
） 

 



に
改
正
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

 

（
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
条
例
で
定

め
る
期
間
） 

第
二
条
の
五 
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の

条
例
で
定
め
る
期
間
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
期
間
と
す
る
。 

 

（
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
条
例
で

定
め
る
特
別
の
事
情
） 

第
三
条 

（
略
） 

一
―
三 

（
略
） 

        四
―
六 

（
略
） 

 
 

 

（
育
児
短
時
間
勤
務
の
終
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
一
年
を
経
過
し
な
い
場
合
に
育
児
短
時
間
勤
務

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
別
の
事
情
） 

第
八
条 

（
略
） 

一
―
四 

（
略
） 

五 

育
児
短
時
間
勤
務
（
こ
の
号
の
規
定
に
該
当
し

た
こ
と
に
よ
り
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
に
係
る
子 

に
つ
い
て
既
に
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
終
了
後
、

三
月
以
上
の
期
間
を
経
過
し
た
こ
と
（
当
該
育
児 

短
時
間
勤
務
を
し
た
職
員
が
、
当
該
育
児
短
時
間

勤
務
の
承
認
の
請
求
の
際
育
児
短
時
間
勤
務
に
よ

り
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
の
計
画
に
つ
い
て
育

児
短
時
間
勤
務
計
画
書
に
よ
り
任
命
権
者
に
申
し

出
た
場
合
に
限
る
。
）
。 

六
―
七 

（
略
） 

 

（
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
条
例
で

定
め
る
期
間
） 

第
二
条
の
五 

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書

の
条
例
で
定
め
る
期
間
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
期
間
と
す
る
。 

 

（
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
条
例
で

定
め
る
特
別
の
事
情
） 

第
三
条 

（
略
） 

一
―
三 

（
略
） 

四 

育
児
休
業
（
こ
の
号
の
規
定
に
該
当
し
た
こ
と

に
よ
り
当
該
育
児
休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
既
に

し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
終
了
後
、
三
月
以
上
の

期
間
を
経
過
し
た
こ
と
（
当
該
育
児
休
業
を
し
た

職
員
が
、
当
該
育
児
休
業
の
承
認
の
請
求
の
際
育

児
休
業
に
よ
り
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
の
計
画

に
つ
い
て
育
児
休
業
等
計
画
書
に
よ
り
任
命
権
者

に
申
し
出
た
場
合
に
限
る
。
）
。 

五
―
七 
（
略
） 

 
 

（
育
児
短
時
間
勤
務
の
終
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
一
年
を
経
過
し
な
い
場
合
に
育
児
短
時
間
勤
務

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
別
の
事
情
） 

第
八
条 

（
略
） 

一
―
四 

（
略
） 

五 

育
児
短
時
間
勤
務
（
こ
の
号
の
規
定
に
該
当
し

た
こ
と
に
よ
り
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
に
係
る
子 

に
つ
い
て
既
に
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
終
了
後
、

三
月
以
上
の
期
間
を
経
過
し
た
こ
と
（
当
該
育
児 

短
時
間
勤
務
を
し
た
職
員
が
、
当
該
育
児
短
時
間 

勤
務
の
承
認
の
請
求
の
際
育
児
短
時
間
勤
務
に
よ 

り
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
の
計
画
に
つ
い
て
育 

児
休
業
等
計
画
書
に
よ
り
任
命
権
者
に
申
し
出
た 

場
合
に
限
る
。
）
。 

六
―
七 

（
略
） 

 
 

 


